
造 林 事 業 検 査 マ ニ ュ ア ル

令和　６年　４月１５日

大分県農林水産部森林整備室



１　書類検査マニュアル



実施区分１・２

樹下植栽等
（単層林改良）

　造林内訳書と施業図を照合し、萌芽整理、樹下植栽等の記
載内容について確認する。

下刈り 　造林内訳書と施業図を照合し、５年生以下（クヌギの天然
更新は３年生以下）であることを確認する。
　ただし、採穂を実施する場合を除く。

実施要領の
運用第１の
５

除伐・保育間伐・間
伐・更新伐

　造林内訳書と施業図を照合し、除伐、保育間伐、間伐、更
新伐について記載内容を確認する。
  保育間伐について、伐採しようとする不良木の胸高直径の
平均が18㎝未満の場合で行ったものに係る施行地について
は、伐採木平均胸高直径調査表により確認する。
　保育間伐（被害森林整備の場合）、間伐、更新伐において
は、搬出材積及び施業内容を間伐(更新伐)搬出材積集計表、
調査野帳、写真、伝票等により確認する。
　過去５年以内に同一施行地において、除伐、保育間伐、間
伐、更新伐を実施していないかを造林補助金システム等を活
用し確認する。

補助区分（査定係数） 計画造林等 　伐採造林届出書、各種計画書等の記載内容を確認し、補助
区分が適当かどうかを確認する。
　また、上乗せ助成がある場合は事業内容を確認する。

　申請内容に相違ないこと。

人工造林・一貫作業 　造林内訳書と施業図を照合し、再造林・拡大造林・被害地
造林、特殊地拵等の区分並びに地拵えＡ～地拵えＣの単価区
分について確認する。
　被害地造林については、被害報告を確認し、被害率等の採
択要件等に問題ないかを確認する。また、特殊地拵を行った
箇所で、植栽時に地拵なし以外を適用していないか確認す
る。

　申請内容に相違ないこと。

森林の所在地及び森林
所有者

森林の所在地 　「森林経営計画書」「森林施業計画書」「森林簿」「伐採
造林届出書」のいずれかで確認する。

　申請内容に相違ないこと。 大分県造林
事業竣工検
査及び補助
金査定要領
第６条森林所有者 　「各種契約書」「各種計画書」「森林簿」「伐採造林届出

書」のいずれかで確認する。
　また、事業実施に同意していることについて森林所有者に
確認する。（電話等により、申請期ごと、事業主体ごとに１
者とする。）

検査項目 区分 検査方法 検査基準 適用



検査項目 区分 検査方法 検査基準 適用

　造林内訳書と施業図及び根拠となる資料（測量野帳(デー
タ)、国土調査結果、既存の図面等）を照合し、確認する。
空中写真等により除地として取り扱うべき箇所の有無を確認
する。
  なお、現地検査実施箇所については、面積をプラニメー
ター等で確認する。

　申請内容に相違ないこと。
  根拠となる資料があること。
　面積の誤差が５％未満であるこ
と。
　５％を超える場合は、再測量を指
示すること。

実施率 　造林内訳書と施業図及び被害報告書等を照合し確認する。

区域面積（実面積）
(実施率)

区域面積

　GNSS等による測量の場合は、２箇所以上の測点を計測し、
測量野帳等のデータの精度を確認する。また、必要に応じ
て、測量野帳等から面積の再計算を行う。
　オルソ画像等による場合は提出されたオルソ画像とシェー
プファイルをGIS等で比較し、施行地の位置等に差異がない
ことを目視で確認する。

　許容される精度は３ｍ以内である
こと。
　また、必要に応じて測量野帳等か
ら面積の再計算を行う。

　間伐予定地において、森林作業道を開設した場合は、施業
地の面積から控除しなくてもよいこととする。ただし、この
場合は、森林作業道事業で伐開費は計上できないこととす
る。

施行方法 直    営 　委託契約書、雇用契約書等により確認する。
請　　負 　請負契約書により確認する。

　申請内容に相違ないこと。

委　　託 　施業委託契約書により確認する。
自　　力 　上記以外

計画作成者等 　申請書添付書類（森林経営計画書・森林施業計画書、特定
間伐促進計画）により確認する。

　申請内容に相違ないこと。

森林整備法人等 　委託契約書等により確認する。 　申請内容に相違ないこと。

事業主体 課税区分 　事業主体及び施行方法に応じた課税区分により申請されて
いるか確認する。

　申請内容に相違ないこと。

付帯施設等整備 　造林内訳書と施業図を照合し、獣害用ネット柵等の支柱本
数、資材名、資材の規格・構造等を納品書、領収書等で、シ
カネット１本引っ張り強度を試験成績証明書で確認する。
(ネット材料はステンレス入り、又はステンレス入りと強
度・単価が同等となるものを使用する)
　また、当施業は付帯施設であるため、人工造林又は保育等
の施業と一体的に実施されているかを確認する。
  なお、幼齢木保護ネットについては、人工造林申請時の植
栽本数と幼齢木保護ネットの納入セット数及び設置前に使用
材料の協議のあったものであるかを確認する。

　申請内容に相違ないこと。

　植栽本数と同じ、セット数となる
こと。



検査項目 区分 検査方法 検査基準 適用

添付書類 　大分県造林事業補助金交付要綱第５条及び実施要領の運用別表１に定める書類が添
付されているか確認する。

　必要書類が添付されており、申請
書の内容と整合性がとれているこ
と。

保管書類   大分県造林事業実施要領の運用第９の６に定める保管書類について適正に管理され
ているか確認する。

　必要書類が保管されており、申請
書の内容と整合性がとれているこ
と。

  造林内訳書と施業図、納品書、領収書等により確認する。

材積 　造林事業内訳書と施業図を照合し、現地調査野帳、写真、伝票等により材積を確認
する。

　申請内容に相違ないこと。

林齢 　補助対象林齢に適合しているか確認する。　 　申請内容に相違ないこと。

延長 森林作業道 　単価については、造林事業作業道標準単価表に適合しているか確認する。
以下の採択基準に適合しているか確認する。
・森林作業道開設の採択延長は本線支線を合わせ100ｍ以上ある。
・施業実施計画１ha当たりの開設路網延長の合計は300ｍ以内である。
・終点は、事業対象地内にある。

　申請内容に相違ないこと。

鳥獣防止施
設等整備

樹種 　申請内容に相違ないこと。
　なお、大分県造林事業実施要領の
運用に記載された樹種以外は、原則
として補助対象としないこと。

ha当たり本数 　造林内訳書と施業図を照合し、本数を確認する。
　なお、人工造林の場合の植栽木の数量については、苗木需給台帳又は苗木購入伝票
により確認する。

　申請内容に相違ないこと。

間接費 間接費率 　造林内訳書と雇用契約書、請負契約書、現場指示書、社会
保険等加入実態状況調査表、保険料払い込み証明書を照合し
確認する。

　申請内容に相違ないこと。

　造林内訳書と施業図を照合し、植栽及び保育等の補助対象樹種であるか確認する。
　県外から移入された種苗については、大分県林業用種苗生産需給調整協議会におい
て承認された種苗であること。



別紙

公共造林事業　書類提出一覧

　また、本検査マニュアルに規定しない事項については、大分県森林作
業道実施要領によるものとする。

⑭実行経費積上表（請負施行で測量を直営で実施した場合）

　様式は、大分県森林作業道実施要領(平成23年７月１日制定、大分県農
林水産部森林整備室長）を参考とする。

①位置図（縮尺50,000分の１の地形図又は適宜の管内図）

②施業図（縮尺5,000分の１の森林基本図等）

③査定設計書（第１号様式～第５号様式）

④平均法高計算表（土工標準単価適用の場合）

⑤土工標準図

⑥構造物標準図

⑦数量計算表（積上標準経費の場合）

⑧横断図（積上標準経費の場合）

⑨森林作業道チェックシート（第６号様式）

⑩完成の確認ができる写真（改良等の場合不要）

⑪森林作業道台帳（第７号様式）

⑫委託契約書の写し（委託施行の場合）

⑬請負契約書等の写し（請負施行の場合）



２　現地検査マニュアル



検査項目 検査方法 検査基準 適用
箇所の選定
方法

必須検査 　１施行地の面積が次の基準以上である場合は、全箇所検査を行う。
・人工造林・樹下植栽等・一貫作業・その他　５ha
・下刈り　　　　　　　　　　　　　　　　　10ha
・間伐・更新伐　　　　　　　　　　　　　　２ha
・獣害用ネット柵　　　　　　　　　　　　2,000m
・森林作業道整備　　　　　　　　　　　　1,000m
※ただし、事業主体が地方公共団体又は森林整備法人の場合は、事業内容にかかわらず
10ha（獣害用ネット柵及び森林作業道整備は2,000m）以上とする。

検査要領第
４条

抽出検査 　抽出検査箇所は、各振興局において検査統括員が検査要領に定められた施業区分ごと
に決定する。なお、決定に当たっては、林業関係班以外の職員により無作為抽出された
開始番号を用いることとする。なお、検査箇所数は追加することができる。
【例】必須検査箇所並びにオルソ画像等の確認により現地検査を省略することができる
施行地を除く施行地が104箇所で検査開始番号が６の場合
　　　整理番号 6､16､26､36､46､56､66､76､86､96､104 を検査
　　　箇所数の１の位＜開始番号　の場合、最終箇所が選定

　付帯施設等整備については、その主となる施業（人工造林等）が必須検査となる箇所
においては、当該必須検査と併せて検査が行えるものとし、その際は前記により抽出し
た箇所と検査箇所を置き換えることができる。
【例】人工造林と同一の施行箇所の付帯施設整備の整理番号が２で、抽
　　　出検査の検査開始番号が４であった場合、当該付帯施設の抽出検
　　　査を整理番号２の箇所に置き換えて実施することができる。

　必須検査箇所並びにオルソ画像等
の確認により現地検査を省略するこ
とができる施行地を除く施行地全体
の10％以上を抽出して検査するこ
と。

検査に持参する書類 　造林内訳書、施業図、位置図(1/50,000)、森林計画図又は森林基本図、航空写真、測
量野帳(データ)等を持参する。

所在地の確認 　位置図(1/50,000)及び森林計画図又は森林基本図、航空写真等により施業図の位置を
確認する。

　施業図の位置が相違ないこと。 オルソ画像
等で確認が
可能な場合
は現地での
確認を省略
可

申請者への通知 　検査の実施にあたっては、あらかじめ造林事業申請者に検査に必要な事項を通知する
こと。

同第９条



検査項目 検査方法 検査基準 適用

　GNSS等による測量の場合は、２箇所以上の測点を計測し、測量野帳等のデータの精度
を確認する。また、必要に応じて、測量野帳等から面積の再計算を行う。

　オルソ画像等による場合は提出されたオルソ画像とシェープファイルをGIS等で比較
し、施行地の位置等に差異がないことを目視で確認する。

　許容される精度は３ｍ以内である
こと。
　また、必要に応じて測量野帳等か
ら面積の再計算を行う。

　施行地内の任意の植列において、植栽木11本の間の延長及びその植列に直角の方向に
11列の間の延長をそれぞれ実測し、苗間列間距離の平均値を求め本数を算出する。

オルソ画像
等で確認が
可能な場合
は現地での
確認を省略
可

　２箇所以上の測線又は１箇所以上の対角線を実測（下刈検査に限り、植栽等で現地検
査した箇所を除く）し、施業図と根拠となる資料及び森林計画図又は森林基本図とを照
合し、面積の正確性を確認する。道路敷（既設の森林作業道を含む。）、岩石地等の除
地についても面積を確認する。

　距離の５％以上の誤差がある場合
は、再測量をさせること。

　1,500本/ha以下の植栽を行った森林であるか、気象害等(鳥獣害は除く)による枯損率
（枯損苗本数/植栽本数）がおおむね30％以上であるか、植栽の実施の翌年度から起算
して５年以内かつ、当初植栽した本数までの追加的な植栽であるかを確認する。

　枯損率がおおむね30％未満である
場合は補助対象としないこと。

被害木整理
(材積)

　現地調査野帳と現地の状況（伐根等）により被害材積を確認する。 　申請内容に相違ないこと。

種別 　施行地の造林種別（再造林、拡大造林、被害地造林、樹下植栽、萌芽整理）を確認す
る。また、地拵えＡ～地拵えＣに該当する施業が、伐採及び刈払い並びに倒木、刈払い
物の整理が、その後の保育作業の実行に支障がなく成林可能な程度に実施されているこ
とを確認する。

本数 標準地調査 　施行地内の標準地と見なされる任意の場所に面積100㎡を基準として設定した区域内
の全本数を計測する。

調査箇所数
　１ha未満　１箇所以上
  １～５ha　２箇所以上
　５ha以上　３箇所以上

同第10条

苗間列間法
(植林の場
合)

面積

補植

枯損本数 　標準地調査により、枯損苗本数を植栽本数で除して枯損率を確認する。 　枯損率が20％以上である場合は、
不合格とすること。

同第５条

人工造林

樹下植栽等

一貫作業

本数被害率 　標準地調査又は被害状況報告により、本数被害率が基準を満たしているか確認する。 　本数被害率が30％未満である場合
は補助対象としないこと。

萌芽整理 　萌芽株数が1,000株／ha以上あるかを確認する。
　芽掻き等により優良な芽を２～３本に整理しているかを確認する。

　申請内容に相違ないこと。

植栽本数 　標準地調査又は苗間列間法により、植栽本数を確認する。

樹種 　造林内訳書に記載された樹種であるか確認する。 　申請内容に相違ないこと。



検査項目 検査方法 検査基準 適用

　申請内容に相違ないこと。除伐

保育間伐

間伐

更新伐

　標準地調査により、伐採本数（切株の数）を確認する。 　申請内容に相違ないこと。
　竹が全て伐採されていること。

下刈り オルソ画像
等で確認が
可能な場合
は現地での
確認を省略
可実施状況 　施行地全域について、目視により確認する。 　雑草木により植栽木の生育を阻害

しないように刈払いが行われている
こと。

林齢 　植栽型の場合は植栽年、天然更新型の場合は伐採年により確認する。

種別 　現地の状況により、実施率、実面積を確認する。

　申請内容に相違ないこと。

林齢 　伐根の年輪を数えて確認する。

枝打ち

枝打高 　対象木の枝打高（地際からの枝下高）、及び枝打幅を測竿又はポールで確認する。
　なお、枯枝払いは枝打幅には含まないこと。

伐採率 　標準地調査により、本数伐採率（伐採本数／実施前の立木本数）を確認する。 　間伐率の適用が各事業の採択基準
を満たしていること。

林齢 　植栽年のわかる資料又は森林簿等により確認する。
　なお、同一施行地内において、除・間伐等が行われているときは、伐根の年輪を数え
て確認する。

　申請内容に相違ないこと。

　申請内容に相違ないこと。
　枝打ちの地上高が３ｍ以下である
こと。各々枝打ち幅が１ｍ以上ある
こと。

本数 　標準地調査により枝打ち本数を確認する。 　申請内容に相違ないこと。

搬出材積 　施行地内の残存木の状況から、搬出を行っているかを確認する。
　また、搬出材積に疑いがある場合、追跡調査を行うこととする。

　申請内容に相違ないこと。

除伐  　目的外樹種の伐採を行う場合、不用木を全て除去しているかを確認する。生物多様性
の保全の観点から、植栽木以外の高木性の広葉樹等を保残する場合、その本数が植栽木
の立木本数の10％未満であるかを確認する。

　目的外樹種が全て伐採されている
こと。

伐竹 



検査項目 検査方法 検査基準 適用
　300ｍに１箇所以上の測点を確認する。

鳥獣害防止
施設等

延長・支柱
数等

　申請単位ごとに、施業図及び標準仕様書のとおり完成しているかを確認する。
　獣害用ネット柵は、延長の根拠を確認した上で、２箇所以上の測点間距離を実測し、
施業図等とを照合し延長を確認する。
　また、支柱間を連続する３スパンを１箇所として、上記に示す箇所以上を無作為に抽
出し、支柱間延長及び支柱本数を確認する。
　幼齢木保護ネット等は、面積の基準を準用して確認する。

　申請内容に相違ないこと。
　距離の-５％以下の誤差がある場合
は、再測量をさせること。
　実測した３スパンの延長が12ｍ以
下であること。
　植栽木全てに幼齢木保護ネット等
が設置されていること。

　当該森林作業道の整備と一体的に実施するとしている施業が、現に実施又は予定され
ていることを確認する。

森林作業道 　左記の規格値を超えていないこ
と。

　当該付帯施設等整備と一体的に実施するとしている施業が、現に実施又は予定されて
いることを確認する。

※２　やむを得ない場合は短区間（100ｍ以内）に限り17°（30％）以下とする
ことができる。

設計値以上
-100mm
-10mm厚　ｔ

切土法高(H)
幅　W

※１　延長は、300mに１箇所以上の測点間を確認すること。

路盤工

その他
構造物等

形状
寸法

規格値
-200mm

設計値以上
-100mm

12°(21％)以下

測定項目
延長（測点間）（L)※1

延長（総延長）L
全幅W

勾配（％）※2

設計値以上


